
1/10  

○県産農産物販売促進特別対策事業補助金交付等要綱   新旧対照表 

（下線部分が改正部分） 

改正後 改正前 

県産農産物販売促進特別対策事業補助金交付等要綱 

 

県産農産物販売促進特別対策事業補助金交付等要綱 

令和５年１２月２６日制定 

令和６年３月２７日一部改正 

令和６年７月３１日一部改正 

 

令和５年１２月２６日制定 

令和６年３月２７日一部改正 

 

第１条・第２条 （略） 

 

第１条・第２条 （略） 

 

（実施期間） （実施期間） 

第３条 本事業の実施期間は、交付決定日から令和６年１２月３

１日までとする。 

 

第３条 本事業の実施期間は、交付決定日から令和６年６月３０

日までとする。 

第４条～第１３条 （略） 

 

第４条～第１３条 （略） 

 

（県産米の販売状況の報告） （県産米の販売状況の報告） 

第１４条 別表１「事業内容」の欄中「量販店等におけるポイン

トキャンペーン」の補助事業者は、採択要件の確認のため、本

事業の実施後の県産米の販売状況について、実施した翌年度の

７月２０日までに、書面により知事に報告するものとする。 

 

第１４条 別表１「事業内容」の欄中「量販店等におけるポイン

トキャンペーン」の補助事業者は、採択要件の確認のため、本

事業の実施後の県産米の販売状況について、実施した年度の１

０月２０日までに、書面により知事に報告するものとする。 

 

第１５条・第１６条 （略） 第１５条・第１６条 （略） 

  

   附 則    附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

   附 則    附 則 

 この要綱は、令和６年３月２７日から適用する。  この要綱は、令和６年３月２７日から適用する。 

    

 

 



2/10  

附 則 

１ この要綱は、令和６年７月３１日から適用する。 

２ この要綱による改正前までに実施している事業については、

なお従前の例による。 
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別表１ 別表１ 

事業内容 補助事業者 採択要件 補助対象経費 補助率 重要な変更 

１  直 売
所 等 に
お け る
県 産 米
増 量 キ
ャ ン ペ
ーン 

食品関連事業
者、農林漁業
者又は商工業
者の組織する
団体 

 次に掲げる全ての要件を満たすこ
と。 
（１）補助事業者の運営する県内店

舗の全部又は一部で実施するこ
と（県外店舗の実施は任意）。 

ア 県産米の販売量
に対する２割を上
限とする増量分の
費用 

 
イ  Ｐ Ｒ 資 材 経 費

（広報費、印刷製
本費、消耗品費、役
務費その他本事業
を実施するために
直接必要な経費と
して知事が必要か
つ適当と認めるも
の） 

ア 定額 
 
 
 
イ  定 額

（ ア の 補
助 金 額 を
合 わ せ た
補 助 金 総
額 の １ 割
以内） 

１ 事 業の 新
設、中止又は
廃止 

２ 事 業実 施
主体の変更 

３ 事 業実 施
期間の延長 

４ 補 助金 額
の増 

５ 総 事業 費
の ３ ０ ％ を
超える増 

２  量 販
店 等 に
お け る
ポ イ ン
ト キ ャ
ン ペ ー
ン 

 次に掲げる全ての要件を満たすこ
と。 
（１）補助事業者の運営する県内店

舗の全部又は一部で実施するこ
と（県外店舗の実施は任意）。 

（２）本事業の終了後において、次
に掲げる事項のいずれかに該当
すること。 

ア 継続的に県産米を販売
する店舗の数が本事業の
実施前以上の数（実施前の
店舗の数が零の場合は、一
以上）であること。特に県
内については、全店舗にお
いて継続的に県産米を販
売するよう努めること。 

イ 店舗における米の仕入
れに当たり、発注システ
ム、発注様式その他発注に
係る手続において県産米
の銘柄があらかじめ登録
されているなど、県産米を
継続的に発注できる体制
を整備していること。 

ウ その他県産米を販売す
る体制が本事業の実施前
より改善したと認められ
る状況にあること。 

ア 県産米を始めと
する県産農産物の
販売額に対する２
割を上限とするポ
イント付与費用 

 
イ 県産農産物加工

品（埼玉県産品の
原材料を主原料と
して企画した商品
で、一般消費者に
販 売 さ れ る 食 料
品）の販売額に対
する２割を上限と
するポイント付与
費用 

 
ウ  Ｐ Ｒ 資 材 経 費

（広報費、印刷製
本費、消耗品費、役
務費その他本事業
を実施するために
直接必要な経費と
して知事が必要か
つ適当と認めるも
の） 

ア 定額 
 
 
 
 
 
イ 定額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ  定 額

（ ア 、 イ
の 補 助 金
額 を 合 わ
せ た 補 助
金 総 額 の
１ 割 以
内） 

１ 事 業の 新
設、中止又は
廃止 

２ 事 業実 施
主体の変更 

３ 事 業実 施
期間の延長 

４ 補 助金 額
の増 

５ 総 事業 費
の ３ ０ ％ を
超える増 

注 同一品目で上記事業内容１及び２を重複して実施することは認めない。 
 

事業内容 補助事業者 採択要件 補助対象経費 補助率 重要な変更 

１  直 売
所 等 に
お け る
県 産 米
増 量 キ
ャ ン ペ
ーン 

食品関連事業
者、農林漁業
者又は商工業
者の組織する
団体 

 次に掲げる全ての要件を満たすこ
と。 
（１）補助事業者の運営する県内店

舗の全部又は一部で実施するこ
と（県外店舗の実施は任意）。 

ア 県産米の販売量
に対する２割を上
限とする増量分の
費用 

 
イ  Ｐ Ｒ 資 材 経 費

（広報費、印刷製
本費、消耗品費、役
務費その他本事業
を実施するために
直接必要な経費と
して知事が必要か
つ適当と認めるも
の） 

ア 定額 
 
 
 
イ  定 額

（ ア の 補
助 金 額 を
合 わ せ た
補 助 金 総
額 の １ 割
以内） 

１ 事 業の 新
設、中止又は
廃止 

２ 事 業実 施
主体の変更 

３ 事 業実 施
期間の延長 

４ 補 助金 額
の増 

５ 総 事業 費
の ３ ０ ％ を
超える増減 

２  量 販
店 等 に
お け る
ポ イ ン
ト キ ャ
ン ペ ー
ン 

 次に掲げる全ての要件を満たすこ
と。 
（１）補助事業者の運営する県内店

舗の全部又は一部で実施するこ
と（県外店舗の実施は任意）。 

（２）本事業の終了後において、次
に掲げる事項のいずれかに該当
すること。 

ア 継続的に県産米を販売
する店舗の数が本事業の
実施前以上の数（実施前の
店舗の数が零の場合は、一
以上）であること。特に県
内については、全店舗にお
いて継続的に県産米を販
売するよう努めること。 

イ 店舗における米の仕入
れに当たり、発注システ
ム、発注様式その他発注に
係る手続において県産米
の銘柄があらかじめ登録
されているなど、県産米を
継続的に発注できる体制
を整備していること。 

ウ その他県産米を販売す
る体制が本事業の実施前
より改善したと認められ
る状況にあること。 

ア 県産米を始めと
する県産農産物の
販売額に対する２
割を上限とするポ
イント付与費用 

 
イ  Ｐ Ｒ 資 材 経 費

（広報費、印刷製
本費、消耗品費、役
務費その他本事業
を実施するために
直接必要な経費と
して知事が必要か
つ適当と認めるも
の） 

ア 定額 
 
 
 
 
 
イ  定 額

（ ア の 補
助 金 額 を
合 わ せ た
補 助 金 総
額 の １ 割
以内） 

１ 事 業の 新
設、中止又は
廃止 

２ 事 業実 施
主体の変更 

３ 事 業実 施
期間の延長 

４ 補 助金 額
の増 

５ 総 事業 費
の ３ ０ ％ を
超える増減 

注 同一品目で上記事業内容１及び２を重複して実施することは認めない。 
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別表２（略） 

 
別表２（略） 

 
様式第１号 （略） 

 
 

様式第１号 （略） 
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様式第２号～様式第８号 （略） 様式第２号～様式第８号 （略） 

   


